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作業時間はあくまでも目安であり、さらにお時間を頂く場合もございますがご了承下さい。

①パイオニア石油メンテナンスパックの有効期間は、別紙記載のとおりです。

②パイオニア石油メンテナンスパックの適用範囲

○パイオニア石油メンテナンスパックに含まれる整備項目は、上記の内容です。

○上記の表のご来店目安時期を過ぎてお客様が入庫された場合においても、有効期間内であれば、同様の整備を実施いたします。

　但し、有効期間経過後は整備を受ける権利を喪失するものとし、また未実施整備相当額の返金はいたしません。

○上記の表の項目以外の修理、その他整備費用、（やむを得ず当社が車両引取り・納車をした場合の）車両引取り・納車料金は

　別途申し受けます。

○お客様以外の方が整備を要求された場合には、整備をお断りする場合もございますのでご了承下さい。

③パイオニア石油メンテナンスパック会員カード

○パイオニア石油メンテナンスパックの整備の際には、本会員カードの提示が必要となります。

　本会員カードの提示がない場合は、整備をお受けできない場合もございますのでご了承下さい。

○本会員カードを紛失された場合は、会員カードの再発行をいたしますので、スタッフにお申し付け下さい。

　但し別途再発行手数料を申し受けますのでご了承下さい。

④住所変更等のご連絡

○転居等された場合には、入庫時期のご案内の為、必ず当社へ新住所等をご連絡下さい。

⑤中途解約等

○パイオニア石油メンテナンスパックは、下記の事由に該当する場合のみ、お客様より中途解約することができます。

１）代替等により、パイオニア石油メンテナンスパックの対象となる車両の保有を中止したとき。

２）他府県への転居により当社への入庫が困難になったとき。

○パイオニア石油メンテナンスパックでは、お客様ご自身による当社各店へのお持込み、 ○車両の損傷により、整備が不可能になった場合等、当社が定める事由に該当するときは、当社より中途解約できます。

お引取りをお願いいたします。 ○中途解約の場合は、下記の計算式により解約金を算出し返金いたします。

○パイオニア石油メンテナンスパックの車検は２４ヶ月定期点検料金、継続検査料金、 　但し、お客様に当社に対する未払いの代金等ある場合は解約金をその支払いの一部に充当します。

検査手続き代行費用、車検時の代車費用を含みます。 解約金［注１］＝（パイオニア石油メンテナンスパック料金ー解約時点で実施済みの整備費用）［注２］×90％［注３］

法定費用（自賠責保険料、自動車重量税、検査登録印紙代）は別途申し受けます。 ［注１］：１０円未満は四捨五入します。 ［注２］：各整備費用については、別途スタッフまでお尋ね下さい。

○ご来店時には必ずこの会員カードをご持参下さい。 ［注３］：残りの10％は、解約事務手数料として徴収させていただきます。

⑥譲渡禁止

○パイオニア石油メンテナンスパックは、お申し込みされたお客様に限り、パイオニア石油メンテナンスパック対象車両の

　整備等にご利用いただけます。当該対象車両を譲渡された場合であっても、権利の譲渡は認められません。

２４ヶ月目
２４ヶ月定期点検
継続検査

エンジンオイル交換
オイルフィルター交換
ワイパーラバー交換
タイヤローテーション
ブレーキフルード交換

50分

入　庫
確認印

車検時の法定費用（自賠責保険料、自動車重量税、検査登録印紙代）は別途申し受けます。

２日

メンテナンス内容

入　庫
確認印

１８ヶ月目 １８ヶ月定期点検 エンジンオイル交換 30分
入　庫
確認印

１２ヶ月目 １２ヶ月定期点検

エンジンオイル交換
オイルフィルター交換
ワイパーラバー交換
タイヤローテーション

作業時間 実施日/走行距離

６ヶ月目 ６ヶ月定期点検 エンジンオイル交換 30分
入　庫
確認印

実施月 定期点検


